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芥
川
龍
之
介
 
「
酒
虫
」
 
に
お
け
る
治
療
と
病
の
寓
意
 
 

－
 
r
柳
斎
志
異
』
 
の
 
「
酒
最
」
 
と
の
比
較
を
と
お
し
て
 
 

孔
 
月
 
（
中
国
大
連
理
工
大
学
講
師
）
 
 

一
、
は
じ
め
に
 
 

「
酒
虫
」
 
‖
は
一
九
二
ハ
年
六
月
、
第
四
次
 
『
新
思
潮
』
 
第
四
号
に
発
表
さ
れ
た
芥
川
の
初
期
作
品
で
あ
る
。
『
新
思
潮
』
 
同
号
の
 
「
校
正
 
 

後
に
」
 
に
お
い
て
、
「
材
料
を
柳
斎
志
異
か
ら
と
つ
た
。
原
の
話
と
殆
変
っ
た
所
は
な
い
」
 
と
自
ら
そ
の
典
拠
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
 
 

そ
の
こ
と
か
ら
、
発
表
当
時
の
こ
の
作
品
に
関
す
る
同
時
代
評
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
を
 
「
鼻
」
 
や
 
「
芋
粥
」
 
と
同
じ
系
列
の
作
品
と
し
て
位
 
 

置
づ
け
、
「
単
な
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
か
受
取
れ
な
い
」
 
ほ
と
し
て
い
た
。
 
 
 

現
在
に
お
い
て
も
 
「
酒
虫
」
 
に
注
目
す
る
研
究
は
少
な
く
、
主
に
次
の
四
つ
の
傾
向
に
わ
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
芥
川
の
 
「
酒
虫
」
 
 

と
典
拠
の
 
〓
刑
斎
志
異
』
 
の
 
「
酒
晶
」
り
と
の
純
粋
な
比
較
研
究
り
、
二
つ
目
は
、
「
一
種
伝
記
的
な
許
に
、
注
釈
を
つ
け
た
類
」
“
、
「
殆
ど
 
 

原
文
の
拡
大
訳
」
“
と
い
っ
た
評
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
芸
術
至
上
主
義
者
」
 
と
し
て
の
芥
川
の
手
な
ぐ
さ
み
の
作
品
と
し
て
位
置
 
 

づ
け
よ
う
と
す
る
見
解
、
三
つ
目
は
、
原
典
の
「
酒
轟
」
に
は
な
い
第
三
の
答
え
か
ら
、
「
独
自
性
を
失
わ
な
い
よ
う
に
と
い
う
暗
喩
」
。
、
「
自
己
 
を
喪
失
し
た
人
間
の
悲
劇
」
“
な
ど
に
芥
川
の
督
告
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。
四
つ
目
は
、
芥
川
自
身
の
人
生
観
や
芸
術
、
恋
愛
至
 
上
主
義
な
ど
、
自
伝
的
要
素
に
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
論
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
作
品
に
密
着
し
た
見
解
と
い
う
よ
り
も
、
芥
川
の
作
品
の
 
 

研
究
傾
向
の
な
か
で
お
お
ま
か
に
捉
え
た
見
解
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

こ
の
作
品
は
、
確
か
に
物
語
内
部
の
文
脈
だ
け
で
も
十
分
解
釈
で
き
る
完
結
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
読
み
に
は
、
 
 

物
語
の
外
部
と
の
関
連
、
つ
ま
り
作
家
芥
川
の
同
時
代
史
に
お
い
た
と
き
に
ど
の
よ
う
に
読
み
と
れ
る
か
、
と
い
う
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
。
 
 

先
行
研
究
に
お
い
て
は
 
「
芸
術
」
 
と
 
「
恋
愛
」
 
と
い
う
作
家
自
身
の
伝
記
的
要
素
が
扱
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
 
 
 

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
芥
川
の
古
典
物
に
み
ら
れ
る
（
閉
じ
ら
れ
た
）
時
空
間
が
、
「
酒
虫
」
 
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
い
か
に
同
時
代
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文
脈
に
 
（
開
か
れ
る
）
 
の
か
を
検
証
し
、
何
の
た
め
に
、
芥
川
は
テ
ク
ス
ト
を
 
（
開
こ
う
）
 
と
し
た
の
か
を
追
究
す
る
。
 
 

二
、
芥
川
の
「
酒
虫
」
と
典
拠
の
「
酒
轟
」
 
 

芥
川
の
「
酒
盛
」
と
そ
の
典
拠
「
酒
巌
」
と
の
比
較
検
証
は
、
既
に
稲
垣
達
郎
が
試
み
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
広
瀬
朝
光
“
や
単
援
朝
に
よ
る
比
較
研
究
 
 

が
み
ら
れ
、
「
酒
虫
」
 
が
取
材
源
を
い
っ
そ
う
拡
大
、
改
変
、
付
加
し
た
こ
と
が
基
本
的
に
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
本
稿
の
問
題
追
究
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
、
芥
川
 
「
酒
虫
」
 
と
典
拠
 
「
酒
轟
」
 
‖
の
違
い
を
 
 

簡
単
に
再
整
理
し
て
み
る
。
（
【
衣
二
）
 
 

【
表
一
】
 
芥
川
龍
之
介
 
「
酒
虫
」
 
と
典
拠
の
 
「
酒
轟
」
 
（
『
耶
斎
志
異
』
）
 
の
比
較
 
 

三 健 酒 治 人 風 帰 蛮 劉   

っ康男療物景結僧、   
の 、用 過 の 描 文 の 蛮   

芥  

川  
産 つ の 理  先 度  

‖儒   
の  

の具措  

写  

芸警  「 酒 虫  
、よ措   」    ’童   

手 分写  宝 僕   

に  槻、   

鋤 な  寺、「   

を い  車   

執   

る   

Ⅷ一 健 い 治 人 風 時 蛮 劉   

っ康療物景間憎氏   

の 、で 過 の 描 的 の ’   

答家程心写順来番   

「  

聯   

斎  

志  

蒜しし   異  
」  

の  

「  

酒  

最  

」   

芥
川
 
「
酒
虫
」
 
の
内
容
は
、
芥
川
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
典
拠
 
「
酒
巌
」
 
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
が
、
典
拠
に
は
な
い
作
為
が
大
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幅
に
盛
り
込
ま
れ
、
素
材
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
。
典
拠
に
は
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
以
外
の
描
写
表
現
は
一
切
な
 
 

い
が
、
芥
川
の
 
「
酒
虫
」
 
は
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
は
じ
め
、
語
り
の
形
式
に
ふ
さ
わ
し
い
対
話
文
、
人
物
の
増
設
、
人
物
の
外
貌
、
心
理
、
 
 

風
景
の
描
写
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
第
二
に
は
、
蛮
僧
 
（
典
拠
で
は
番
僧
）
 
を
焦
点
化
す
る
語
り
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
心
が
酒
虫
と
 
 

の
関
係
で
あ
り
、
典
拠
で
は
酒
晶
の
不
思
議
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
芥
川
作
品
で
は
酒
虫
を
扱
う
蛮
僧
の
不
思
議
に
焦
点
が
移
行
し
て
 
 

い
る
。
第
三
に
は
、
語
り
納
め
に
あ
る
作
者
の
答
え
が
、
典
拠
で
は
一
つ
な
の
に
対
し
、
芥
川
作
品
で
は
三
つ
に
増
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
 
 

差
異
が
何
を
意
味
す
る
の
か
が
注
目
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
芥
川
に
よ
る
蛮
僧
の
描
写
、
酒
虫
が
病
と
健
康
、
さ
ら
に
家
産
と
結
び
つ
い
て
い
 
 

る
こ
と
の
意
味
、
そ
し
て
そ
の
結
び
つ
き
を
解
釈
す
る
答
え
が
な
ぜ
三
つ
に
増
え
た
の
か
を
辛
が
か
り
に
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
 
 

三
、
（
病
）
 
の
寓
意
 
－
 
大
正
五
年
前
後
の
メ
デ
ィ
ア
言
説
を
と
お
し
て
 
 

芥
川
 
「
酒
虫
」
 
は
、
二
百
で
い
え
ば
、
蛮
憎
が
主
人
公
劉
の
 
「
病
」
 
を
治
療
す
る
と
い
う
簡
単
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
蛮
憎
が
劉
の
 
 

大
酒
飲
を
 
「
病
」
 
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
典
拠
 
「
酒
轟
」
 
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
そ
の
人
物
像
が
、
芥
川
に
よ
っ
 
 

て
具
体
的
な
設
定
を
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
ま
ず
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
象
貌
の
杏
古
な
沙
門
」
、
「
皮
膚
の
色
が
並
は
づ
れ
て
黒
い
」
、
 
 

「
葱
嶺
の
西
」
 
（
一
九
一
頁
）
 
か
ら
き
た
異
郷
の
マ
レ
ビ
ト
 
（
＝
客
人
）
 
と
い
う
設
定
に
よ
っ
て
、
実
は
蛮
僧
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
時
空
間
、
 
 

す
な
わ
ち
劉
の
属
す
る
共
同
体
に
と
っ
て
は
 
（
他
者
）
 
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（
他
者
）
 
と
は
、
（
外
部
）
 
あ
る
い
は
 
（
周
縁
）
 
 

か
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
作
り
出
し
て
い
る
時
空
間
に
入
り
込
ん
で
き
た
（
マ
レ
ビ
ト
）
川
に
あ
た
る
。
物
語
の
伝
統
で
は
、
そ
の
よ
う
な
 
 

人
物
は
異
人
＝
超
人
で
あ
っ
て
、
小
説
が
呈
示
し
て
い
る
時
空
間
に
属
す
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
お
よ
び
も
つ
か
な
い
能
力
を
も
つ
霊
的
存
 
 

在
と
み
な
さ
れ
る
。
芥
川
は
、
そ
の
異
人
の
不
可
思
議
性
を
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
。
 
 
 

蛮
僧
ほ
「
医
療
」
 
と
 
「
房
術
」
 
で
不
可
思
議
な
治
療
を
施
し
、
「
黒
内
障
」
 
「
病
閤
」
 
な
ど
の
治
療
で
も
評
判
を
と
っ
た
人
物
と
し
て
設
定
 
 

さ
れ
て
い
る
。
「
黒
内
障
」
 
は
喫
煙
、
肥
満
、
カ
フ
ェ
イ
ン
の
多
量
摂
取
に
よ
る
眼
病
‖
で
あ
る
。
ま
た
 
「
病
閤
」
 
は
、
日
本
語
に
は
な
い
 
 

言
葉
で
あ
り
、
ご
一
十
五
史
』
や
「
柳
斎
志
異
』
な
ど
中
国
古
典
に
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
皿
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
病
聞
」
と
は
、
生
殖
能
力
 
 

に
関
わ
る
痛
気
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
遺
伝
的
、
先
天
的
な
病
気
ま
で
治
療
で
き
る
蛮
僧
は
、
超
人
的
な
能
力
を
も
ち
、
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り
見
れ
ば
酒
は
腸
胃
を
害
し
、
又
神
経
系
統
を
傷
ふ
。
種
族
の
衛
生
の
上
よ
り
論
ず
れ
ば
酒
は
之
を
飲
用
せ
る
人
の
子
孫
を
害
す
、
（
中
 
 

略
）
 
延
い
て
は
社
会
の
秩
序
を
薫
り
、
和
楽
を
敗
り
、
其
他
種
々
の
罪
悪
を
犯
す
に
至
れ
る
 
（
中
略
）
 
飲
酒
の
悪
弊
は
経
済
上
又
多
大
 
 

の
損
失
あ
る
言
を
侯
た
ず
＝
。
 
 

④
山
家
の
経
済
は
、
一
家
内
の
道
徳
と
密
接
の
関
係
を
有
つ
て
屠
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
 
主
人
が
青
楼
に
通
ひ
酒
を
飲
み
女
を
弄
ん
 
 

で
 
（
中
略
）
 
遂
に
は
揚
水
の
や
う
に
金
銭
を
遁
ひ
散
ら
す
と
云
ふ
や
う
に
な
つ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
一
家
の
経
済
は
乱
脈
と
な
る
ば
 
 

か
り
で
は
な
い
、
甚
し
き
に
至
っ
て
は
一
家
を
廃
滅
す
る
や
う
に
な
る
の
で
あ
る
＝
。
 
 

資
料
①
に
よ
る
と
、
（
飲
酒
過
度
）
は
、
国
民
の
不
摂
生
・
不
規
律
を
端
的
に
示
す
現
象
と
し
て
、
各
方
面
に
悪
影
響
を
与
え
る
と
さ
れ
、
 
 

学
校
数
育
に
よ
っ
て
克
服
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
資
料
②
か
ら
は
、
医
学
上
 
「
飲
酒
教
養
」
 
は
 
「
心
身
欠
陥
者
」
 
を
生
じ
易
い
た
 
 

め
、
医
学
上
に
お
い
て
も
、
「
酒
癖
者
」
 
「
怠
惰
者
」
 
「
生
殖
器
病
者
」
 
な
ど
は
、
社
会
的
な
 
「
病
者
」
 
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
 
 

れ
る
。
資
料
③
と
④
も
、
（
飲
酒
過
度
）
が
健
康
の
み
な
ら
ず
、
経
済
上
に
お
い
て
も
害
毒
で
あ
る
と
説
く
例
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
い
 
 

く
つ
か
の
言
説
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
＝
が
、
衛
生
、
人
種
 
（
日
本
人
）
、
経
済
、
政
治
へ
の
影
響
か
ら
、
（
飲
酒
過
度
）
（
喫
焼
）
（
生
殖
 
 

病
者
）
 
な
ど
を
 
（
病
人
）
 
扱
い
す
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
 
 

一
九
一
六
年
前
後
の
日
本
で
は
 
（
飲
酒
過
度
）
 
が
社
会
的
な
 
（
病
）
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
 
 

治
療
法
と
も
い
う
べ
き
禁
酒
も
、
こ
の
時
期
の
社
会
的
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
当
時
の
新
聞
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
 
『
読
 
 

売
新
聞
』
 
を
中
心
に
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
る
。
 
 

①
日
本
人
萱
ケ
年
間
に
喫
む
煙
草
の
金
額
戦
闘
艦
五
般
出
来
る
 
（
中
略
）
 
煙
草
の
害
毒
に
到
て
は
一
層
甚
し
諸
君
は
此
等
に
鑑
み
る
処
 
 

あ
れ
ば
断
然
禁
煙
し
寧
ろ
カ
オ
ー
ル
を
口
中
せ
ら
れ
よ
カ
オ
ー
ル
は
衛
生
上
経
済
上
最
も
必
要
な
る
香
錠
で
あ
る
諾
 
 

⑥
禁
酒
運
動
が
日
に
月
に
盛
ん
に
成
っ
て
来
る
 
（
中
略
）
欧
洲
あ
た
り
で
は
酒
類
売
捌
所
を
減
少
し
た
り
、
税
金
を
加
重
し
た
り
、
（
中
 
 

略
）
 
常
習
的
酔
狂
者
は
監
獄
に
送
る
規
則
を
定
め
て
あ
る
程
で
あ
る
。
（
中
略
）
 
瑞
典
及
び
排
威
で
は
、
其
監
獄
へ
送
ら
れ
た
酔
客
に
 
 

7  
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斯
う
云
ふ
夙
に
酒
嫌
ひ
に
な
る
方
法
を
施
し
て
居
る
。
（
中
略
）
 
我
国
で
は
麺
麹
の
代
り
に
飯
を
用
ひ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
、
之
に
苦
し
 
 

ん
で
居
る
者
は
宜
し
く
試
み
る
可
し
で
あ
る
ゞ
 
 

⑦
△
 
「
日
本
の
禁
酒
運
動
」
 
禁
酒
運
動
と
基
督
放
と
は
、
密
接
の
関
係
あ
る
如
く
な
つ
て
屠
る
が
、
俳
教
徒
中
に
も
、
現
に
熱
心
な
 
 

る
禁
酒
論
者
の
少
な
く
な
い
こ
と
を
、
我
等
は
知
っ
て
居
る
。
宗
派
自
身
の
此
の
問
題
に
対
す
る
態
度
は
別
と
し
、
社
会
的
連
動
と
し
 
 

か
2
 
 

て
は
、
全
然
宗
教
的
色
彩
の
な
い
も
の
が
、
少
く
も
日
本
の
現
在
の
状
態
に
於
て
は
、
最
も
機
宜
を
得
た
仕
方
で
は
あ
る
ま
い
 
 

⑧
△
 
「
意
志
の
力
に
須
つ
」
 
欧
洲
に
於
て
衛
生
思
想
の
最
も
発
達
し
て
居
る
の
は
、
瑞
典
榔
威
で
あ
る
。
（
中
略
）
 
人
口
の
九
分
の
 
 

山
は
既
に
禁
酒
し
て
居
り
、
（
中
略
）
 
酒
類
は
一
切
政
府
で
醸
造
し
て
之
れ
を
販
売
し
、
そ
の
利
益
は
禁
酒
運
動
等
の
社
会
事
業
に
投
 
 

ず
る
事
に
な
つ
て
居
る
。
こ
れ
を
見
て
も
法
令
で
禁
酒
す
る
よ
り
も
衛
生
思
想
が
発
達
し
て
、
人
が
酒
害
を
知
り
、
（
中
略
）
 
幼
児
か
 
 

ら
盃
に
親
し
ま
せ
ぬ
様
に
す
れ
ば
根
本
的
に
禁
酒
国
を
作
り
上
げ
る
事
が
出
来
る
と
信
ず
る
g
 
 

資
料
⑤
の
 
「
カ
オ
ー
ル
」
 
と
い
う
口
中
清
涼
剤
の
広
告
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
宣
伝
文
句
か
ら
も
煙
草
や
酒
等
の
日
常
生
活
に
お
け
る
噂
 
 

好
品
は
、
も
は
や
個
人
の
健
康
問
題
で
あ
る
こ
と
を
越
え
て
、
そ
れ
ら
の
害
毒
が
社
会
あ
る
い
は
国
家
の
市
民
、
国
民
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
 
 

て
、
当
時
の
政
治
・
経
済
・
公
衆
衛
生
と
の
関
係
の
な
か
で
宣
伝
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
い
わ
ば
、
煙
草
や
酒
の
害
毒
は
、
国
 
 

家
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
す
る
元
凶
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
資
料
⑥
か
ら
は
、
大
正
五
年
前
後
に
禁
酒
連
動
が
盛
 
 

ん
に
奨
励
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

禁
酒
・
禁
煙
は
、
西
欧
列
強
と
の
国
力
の
差
異
を
生
む
元
凶
と
な
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
西
欧
の
禁
 
 

酒
禁
煙
運
動
に
関
心
が
も
た
れ
る
よ
う
に
な
る
。
資
料
⑦
で
は
、
「
彿
教
徒
中
に
も
、
現
に
熱
心
な
る
禁
酒
論
者
の
少
な
く
な
い
」
 
と
い
う
 
 

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
に
お
い
て
仏
教
徒
の
禁
酒
論
者
が
多
い
こ
と
、
こ
の
情
勢
は
キ
リ
ス
ト
教
を
含
め
て
、
宗
教
界
全
体
 
 

が
禁
酒
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
と
と
も
に
、
宗
教
界
の
国
家
的
・
社
会
的
役
割
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
う
 
 

か
が
わ
せ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
資
料
⑧
で
は
、
法
令
よ
り
意
志
の
力
で
禁
酒
を
励
行
す
る
勤
勉
国
を
作
り
上
げ
る
事
が
大
事
だ
と
い
う
言
 
 

説
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
一
九
一
五
年
前
後
の
 
（
飲
酒
過
度
）
 
に
督
告
を
発
す
る
言
説
、
と
り
わ
け
 
『
読
売
新
聞
』
 
を
中
心
に
酒
、
煙
草
の
害
を
主
 
 

張
す
る
禁
酒
言
説
を
み
て
き
た
。
と
は
い
え
、
「
酒
虫
」
 
に
お
い
て
、
作
者
芥
川
は
、
け
っ
し
て
禁
酒
自
体
を
問
題
に
し
た
の
で
は
な
い
と
 
 

考
え
る
。
酒
を
 
「
黒
内
障
」
、
「
病
閣
」
 
と
並
列
す
る
こ
と
で
、
飲
酒
が
 
（
病
）
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
 
 

作
者
は
個
人
の
噂
好
と
快
楽
が
、
国
家
の
政
治
、
経
済
、
そ
れ
に
国
民
の
公
衆
衛
生
な
ど
に
損
害
を
与
え
る
も
の
、
つ
ま
り
個
人
の
享
楽
主
 
 

義
が
国
家
の
発
展
 
（
国
力
の
強
大
化
）
 
を
阻
害
す
る
 
（
痛
）
 
と
し
て
み
ら
れ
た
傾
向
の
あ
る
こ
と
を
呈
示
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
背
景
を
も
っ
て
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
 
（
治
療
）
 
の
寓
意
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
を
追
究
し
て
い
き
た
い
。
 
 

四
、
（
治
療
）
 
の
寓
意
 
－
 
物
語
の
 
（
内
部
）
 
と
 
（
外
部
）
 
の
照
応
を
と
お
し
て
 
 

蛮
僧
の
治
療
過
程
に
つ
い
て
は
、
典
拠
に
は
 
血
 
切
描
か
れ
て
い
な
い
に
対
し
て
、
芥
川
の
 
「
酒
虫
」
 
は
多
く
の
叙
述
量
を
つ
い
や
し
て
い
る
。
 
 
 

蛮
僧
の
治
療
は
、
劉
が
予
想
し
た
「
薬
」
を
用
い
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
「
針
」
や
「
呪
」
を
使
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
唯
、
 
 

裸
に
な
つ
て
、
日
向
に
ぢ
つ
と
し
て
ゐ
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
」
 
と
い
う
、
簡
単
で
「
不
思
議
」
な
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
治
療
方
法
を
詳
し
く
み
て
み
る
と
、
 
 

「
身
動
き
を
し
て
は
い
け
な
い
」
、
体
を
 
「
棚
引
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
」
 
に
し
、
「
洒
を
入
れ
た
素
焼
瓶
を
劉
の
枕
も
と
」
 
へ
お
く
と
い
う
も
の
 
 

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
劉
が
喉
の
渇
き
や
酒
香
に
耐
え
る
姿
が
描
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
は
、
実
は
、
劉
の
 
「
我
慢
」
 
「
忍
 
 

耐
」
 
の
精
神
を
鍛
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
と
読
み
と
れ
る
。
 
 
 

蛮
僧
の
治
療
の
効
果
は
意
外
な
方
向
へ
と
向
か
う
。
体
内
か
ら
 
「
酒
虫
」
 
を
と
ら
れ
た
彼
の
劉
は
、
健
康
衰
弱
1
家
産
の
傾
斜
1
自
ら
働
 
 

く
と
い
う
一
連
の
変
化
を
遂
げ
る
。
こ
れ
は
 
「
酒
虫
」
 
を
と
ら
れ
た
後
の
出
来
事
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
は
因
果
関
係
が
あ
ろ
う
。
蛮
僧
 
 

に
と
っ
て
 
「
酒
虫
」
 
は
劉
の
 
（
病
）
 
で
あ
っ
た
が
、
劉
に
と
っ
て
そ
の
 
（
病
）
 
は
、
身
体
的
に
は
慣
れ
た
習
慣
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
 
 

（
病
）
 
と
思
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
蛮
僧
の
治
療
で
 
（
酒
虫
）
 
が
駆
逐
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
劉
は
劉
に
と
っ
て
本
当
の
病
 
 

を
患
わ
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
貧
乏
に
な
り
、
さ
ら
に
自
ら
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
態
が
、
劉
に
と
っ
て
の
 
 

（
病
）
 
な
の
だ
ろ
う
。
 
 
 

典
拠
と
比
べ
る
と
、
芥
川
の
 
「
酒
虫
」
 
に
は
、
「
手
に
鍬
を
執
」
 
る
と
い
う
設
定
が
新
し
く
加
え
ら
れ
て
い
る
。
「
朝
か
ら
、
殆
、
盃
を
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離
し
た
と
云
ふ
事
が
な
い
」
富
豪
で
あ
り
、
道
楽
者
で
あ
っ
た
劉
か
ら
、
一
変
「
手
に
鋤
を
執
」
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
 
 

の
力
で
生
活
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
蛮
憎
の
治
療
の
最
終
日
的
は
、
劉
の
自
力
独
行
の
能
 
 

力
を
養
わ
せ
、
勤
労
に
意
欲
的
な
人
間
に
変
え
さ
せ
る
た
め
の
治
療
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
興
拠
と
の
著
し
い
差
 
 

異
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
新
し
い
内
容
を
付
与
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
典
拠
で
は
、
蛮
僧
の
（
治
療
）
目
的
に
つ
 
 

い
て
、
「
劉
驚
謝
、
酬
以
金
、
不
受
、
但
乞
其
息
。
間
－
 
「
将
何
用
？
」
日
－
此
酒
之
梢
、
寒
中
貯
水
、
人
品
撹
之
、
即
成
佳
醸
。
ほ
」
 
 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
番
僧
ほ
、
治
療
代
の
代
わ
り
に
酒
の
梢
と
し
て
美
酒
を
つ
く
る
酒
曲
が
ほ
し
い
と
願
う
。
典
拠
に
お
い
 
 

て
、
酒
轟
は
、
い
く
ら
で
も
美
酒
が
造
れ
る
「
酒
の
精
」
と
し
て
、
嘗
あ
る
い
は
宝
の
象
徴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
芥
川
 
 

の
 
「
酒
虫
」
は
、
「
酒
虫
と
云
ふ
物
が
、
ど
ん
な
物
だ
か
、
そ
れ
が
腹
の
中
に
ゐ
な
く
な
る
と
、
ど
う
な
る
の
だ
か
、
枕
も
と
に
あ
る
酒
の
 
 

瓶
は
、
何
に
す
る
つ
も
り
な
の
だ
か
、
そ
れ
を
知
っ
て
ゐ
る
の
は
、
蛮
僧
の
外
に
一
人
も
な
い
」
と
い
う
謎
と
し
て
し
か
い
わ
れ
て
い
な
い
。
 
 

こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
、
作
者
が
典
拠
の
意
味
を
捨
象
し
た
も
の
で
、
蛮
僧
の
（
治
療
）
の
目
的
を
、
劉
の
忍
耐
能
力
と
勤
勉
能
力
を
付
与
す
 
 

る
た
め
だ
っ
た
と
す
る
意
図
的
改
変
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
 
 
 

「
酒
虫
」
が
発
表
さ
れ
た
ニ
ケ
月
後
、
芥
川
は
ま
た
、
『
新
思
潮
』
 
（
一
九
二
ハ
年
八
月
号
）
 
の
「
校
正
後
に
」
で
、
「
『
酒
虫
』
は
「
し
 
 

ゆ
ち
う
』
で
『
さ
か
む
し
』
で
は
な
い
。
気
に
な
る
か
ら
、
番
き
加
へ
る
。
（
芥
川
）
」
と
特
筆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
作
者
が
わ
ざ
わ
ざ
「
さ
 
 

か
む
し
」
 
で
は
な
い
と
こ
だ
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
。
「
さ
か
む
し
」
は
、
「
逆
虫
」
と
も
啓
け
る
語
で
「
回
虫
な
ど
が
肛
門
か
ら
 
 

出
な
い
で
口
か
ら
出
る
も
の
」
l
ヱ
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
る
。
芥
川
は
わ
ざ
と
 
「
さ
か
む
し
」
 
で
は
な
い
と
読
み
方
に
こ
だ
わ
る
よ
う
に
み
 
 

せ
か
け
て
、
実
は
 
「
逆
虫
」
 
（
回
虫
）
 
と
い
う
意
味
と
し
て
も
読
め
る
語
の
二
義
性
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
 
 

っ
て
、
吐
き
出
し
た
虫
が
ど
の
よ
う
な
形
象
の
も
の
か
読
者
は
容
易
に
つ
か
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
と
ら
え
る
と
、
「
虹
矧
」
の
よ
う
に
、
 
 

「
蟻
動
」
し
、
「
む
づ
り
む
づ
り
」
と
「
食
道
を
上
へ
せ
り
上
っ
て
」
く
る
物
が
ど
う
い
う
も
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
容
易
に
解
決
で
き
る
 
 

よ
う
に
な
る
。
劉
の
口
か
ら
出
た
も
の
は
、
ま
さ
に
 
「
さ
か
む
し
」
 
（
逆
虫
）
 
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
描
写
が
行
わ
れ
て
い
る
。
 
 

そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
（
内
部
）
に
お
い
て
、
口
か
ら
吐
き
出
し
た
の
が
「
酒
虫
」
と
す
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
（
外
部
）
で
は
、
「
逆
虫
」
（
「
回
虫
」
）
 
 

で
あ
っ
た
と
読
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
さ
か
む
し
」
の
「
回
虫
」
は
、
動
物
（
豚
な
ど
）
や
人
間
の
体
内
に
附
著
す
る
「
寄
生
虫
」
で
、
 
 

怠
け
て
働
か
な
い
人
間
を
も
指
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
豚
の
や
う
に
肥
」
り
、
朝
か
ら
盃
を
離
し
た
こ
と
の
な
い
劉
は
、
「
怠
惰
」
 
 

そ
の
も
の
の
人
間
、
換
言
す
れ
ば
、
「
寄
生
虫
」
 
の
よ
う
な
生
活
を
送
る
人
間
で
あ
る
。
劉
の
（
病
）
と
さ
れ
る
 
「
酒
虫
」
は
 
「
さ
か
む
し
」
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の
喩
え
で
あ
り
、
劉
の
体
内
に
は
 
「
寄
生
虫
」
が
巣
く
つ
て
い
た
と
も
読
み
と
れ
る
。
ま
さ
に
蛮
僧
は
、
劉
の
 
「
寄
生
」
、
す
な
わ
ち
、
「
怠
 
 

惰
」
 
を
 
（
病
）
と
し
、
そ
れ
を
 
（
治
療
）
 
し
、
「
働
き
あ
る
」
 
人
間
に
改
造
し
た
と
い
え
る
。
 
 
 

蛮
僧
の
治
療
を
疑
い
な
く
受
け
入
れ
、
「
酒
虫
」
を
吐
き
出
し
た
劉
の
行
為
は
語
り
手
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
 
 

何
も
知
ら
ず
に
、
炎
天
へ
裸
で
出
て
ゐ
る
劉
は
、
甚
、
迂
潤
な
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
普
通
の
人
間
が
、
学
校
の
教
育
な
ど
を
う
け
る
 
 

の
も
、
実
は
大
抵
、
こ
れ
と
同
じ
や
う
な
事
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
（
一
九
七
頁
）
 
 

こ
こ
で
、
テ
ク
ス
ト
が
一
転
、
批
判
の
矛
先
を
当
時
の
日
本
の
学
校
教
育
に
向
け
て
い
く
。
つ
ま
り
、
テ
ク
ス
ト
内
に
 
（
閉
じ
ら
れ
）
 
て
 
 

い
る
非
日
常
的
な
世
界
を
、
日
常
世
界
の
同
時
代
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
向
け
て
（
開
い
て
）
 
い
こ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
え
る
。
そ
こ
で
、
 
 

二
つ
の
行
為
の
 
「
迂
閥
」
 
さ
、
何
も
し
ら
ず
蛮
僧
の
治
療
を
受
け
た
こ
と
と
、
「
普
通
の
人
間
が
学
校
教
育
を
受
け
る
」
 
こ
と
と
は
、
何
を
 
 

指
し
て
い
る
の
か
を
解
明
す
れ
ば
、
作
者
が
な
ぜ
一
九
一
六
年
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
執
筆
し
た
の
か
も
あ
き
ら
か
に
な
ろ
う
。
 
 
 

以
下
、
テ
ク
ス
ト
が
指
す
 
「
学
校
数
育
」
 
が
、
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
を
、
テ
ク
ス
ト
の
 
（
外
部
）
 
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
考
察
 
 

し
、
蛮
僧
の
治
療
が
学
校
数
育
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
を
み
て
い
き
た
い
。
 
 

五
、
（
蛮
僧
）
 
と
学
校
数
膏
 
 

「
酒
虫
」
に
お
け
る
蛮
僧
と
学
校
数
育
の
関
係
は
、
当
時
に
お
け
る
僧
侶
と
学
校
教
育
の
関
係
性
を
想
起
さ
せ
る
。
青
田
久
∴
に
よ
れ
 
 

ば
、
僧
侶
や
地
方
の
小
学
校
教
員
は
、
日
露
戦
争
以
降
の
国
家
が
精
力
的
に
展
開
し
た
風
紀
・
思
想
問
題
あ
る
い
は
国
民
教
化
の
、
全
国
各
 
 

地
に
お
け
る
担
い
手
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
事
態
は
 
「
酒
虫
」
 
が
書
か
れ
た
時
期
に
お
い
て
も
存
続
し
て
お
り
、
次
の
資
 
 

料
か
ら
確
認
で
き
る
。
 
 

市
町
村
長
及
学
到
樹
感
．
叫
判
呵
到
叫
心
に
、
市
町
村
教
育
会
又
は
報
徳
会
の
如
き
も
の
を
組
織
し
、
其
市
町
村
民
の
智
能
啓
発
及
び
徹
也
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習
矧
剥
ぎ
る
べ
か
ら
ず
。
（
中
略
）
 
而
し
て
集
封
弟
．
『
引
刃
吻
d
常
に
勾
糾
司
矧
・
市
町
村
長
・
助
役
・
学
務
委
員
 
 
 

・
市
町
村
会
議
貝
・
警
察
署
員
・
新
聞
社
員
・
各
官
衝
職
員
・
神
職
・
僧
侶
・
軍
人
及
市
町
村
民
の
推
服
せ
る
長
者
等
一
同
の
協
力
一
 
 
 

致
㌃
基
卜
社
的
熱
、
り
て
、
這
市
町
村
民
を
済
括
捷
晰
す
る
方
法
を
最
適
切
に
講
究
せ
ん
こ
と
を
要
す
。
㈲
 
 

「
洒
虫
」
 
の
執
筆
時
期
で
あ
る
一
九
一
六
年
前
後
に
は
、
風
紀
・
思
想
・
国
民
教
化
を
背
景
と
し
て
、
宗
教
と
教
育
に
関
す
る
議
論
が
大
 
 

き
く
な
っ
て
い
た
。
『
読
売
新
聞
』
 
二
九
一
三
年
十
一
月
十
七
日
）
 
に
掲
載
さ
れ
た
井
上
智
次
郎
の
 
「
宗
教
と
教
育
の
関
係
」
、
中
村
枯
林
 
 

「
教
育
と
宗
教
と
の
問
題
に
就
て
」
 
（
一
九
一
四
年
一
月
二
七
日
）
、
潜
淵
「
教
育
亡
国
論
」
 
（
一
九
山
四
年
一
月
三
日
）
、
「
家
風
と
校
風
」
 
 

（
一
九
一
五
年
四
月
一
〇
日
）
 
な
ど
、
学
校
教
育
に
宗
教
を
加
味
す
べ
き
か
ど
う
か
な
ど
の
論
議
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
 
 

学
校
数
育
に
宗
教
的
情
操
を
入
れ
る
こ
と
に
反
対
す
る
言
論
も
あ
る
の
だ
が
、
宗
教
と
教
育
の
連
携
を
唱
え
る
言
説
が
大
多
数
を
占
め
て
い
 
 

る
。
 
 
 

大
正
初
期
に
な
る
と
、
社
会
の
み
な
ら
ず
国
家
に
貢
献
す
る
人
材
育
成
に
は
、
宗
教
と
学
校
の
調
和
が
期
待
さ
れ
、
必
要
と
さ
れ
た
。
も
 
 

は
や
教
育
の
目
的
は
、
個
人
・
国
民
の
情
操
で
は
な
く
、
国
家
を
構
成
す
る
国
民
の
情
操
教
育
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
国
 
 

民
国
家
の
た
め
の
国
民
育
成
と
い
う
方
向
か
ら
、
大
き
く
国
力
発
展
に
資
す
る
国
民
教
化
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
国
民
は
国
家
 
 

の
た
め
に
あ
る
と
い
う
、
国
家
の
た
め
に
奉
仕
す
る
国
民
の
育
成
が
、
国
策
と
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
国
策
を
実
践
す
る
う
え
で
、
教
 
 

師
だ
け
で
は
な
く
僧
侶
も
動
員
さ
れ
た
。
教
師
 
（
＝
学
校
数
育
）
 
と
僧
侶
の
結
び
つ
き
こ
そ
、
個
人
と
し
て
の
人
間
で
は
な
く
、
国
家
に
奉
 
 

仕
す
る
人
間
、
言
い
換
え
れ
ば
国
民
国
家
の
国
民
育
成
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 
 
 

で
は
、
学
校
で
は
ど
の
よ
う
な
教
育
が
行
わ
れ
た
の
か
を
国
定
教
科
書
に
探
っ
て
み
た
い
。
「
酒
虫
」
 
の
執
筆
期
の
〟
九
一
六
年
は
、
第
 
 

二
期
国
定
教
科
書
 
（
一
九
一
〇
年
～
一
七
年
）
 
が
使
用
さ
れ
た
時
期
に
当
た
る
。
国
定
教
科
番
全
般
を
通
し
、
最
も
多
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
 
 

い
る
の
は
、
明
治
天
皇
を
除
く
と
、
二
宮
金
次
郎
で
あ
っ
た
が
、
中
で
も
大
き
く
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
が
第
二
期
で
あ
っ
た
。
第
二
期
 
 

に
は
、
二
宮
金
次
郎
の
 
「
仕
事
に
は
げ
め
」
、
す
な
わ
ち
倹
約
に
つ
と
め
よ
と
い
う
「
勤
倹
」
 
の
精
神
が
教
え
込
ま
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
 
 

る
闇
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
国
定
教
科
番
全
般
を
み
て
も
、
「
仕
事
に
は
げ
め
」
 
が
主
な
徳
目
と
し
て
教
育
政
策
に
応
用
さ
れ
、
道
徳
教
育
 
 

を
支
配
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
「
忠
君
愛
国
の
思
想
を
益
々
強
盛
な
ら
し
め
る
と
共
に
国
を
富
ま
し
む
る
や
 
 

う
な
働
き
あ
る
国
民
」
闇
の
育
成
が
急
務
で
あ
っ
た
。
「
酒
虫
」
 
の
執
筆
さ
れ
た
一
九
一
六
年
も
、
時
期
的
に
こ
の
よ
う
な
国
民
像
が
求
め
ら
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れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
国
家
に
奉
仕
す
る
 
「
働
き
あ
る
」
勤
倹
な
人
間
像
の
育
成
は
、
「
時
に
政
治
的
必
要
か
ら
、
ま
た
時
に
は
一
般
庶
民
が
生
き
 
 

0
 
の
び
る
必
要
か
ら
説
か
れ
て
き
た
」
が
、
「
明
治
末
の
場
合
は
、
『
戊
申
詔
番
』
の
換
発
に
よ
っ
て
誘
発
」
り
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
「
詔
啓
」
 
 

は
、
単
に
庶
民
の
生
活
防
衛
上
か
ら
生
じ
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
「
国
家
的
要
請
」
り
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
詔
昏
は
「
忠
誠
な
 
 

臣
民
」
、
す
な
わ
ち
天
皇
制
国
家
に
奉
仕
す
る
人
間
を
育
成
す
る
た
め
、
智
修
生
活
を
抑
制
し
、
勤
倹
力
行
し
て
国
富
増
強
に
あ
た
る
こ
と
 
 

を
、
国
民
道
徳
の
最
も
重
要
な
徳
目
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
国
民
教
育
に
お
い
て
は
、
個
人
の
自
由
と
か
独
創
は
抑
圧
さ
れ
、
ひ
た
す
ら
没
 
 

個
性
的
な
人
間
に
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
芥
川
の
さ
き
ほ
ど
の
言
葉
「
普
通
の
人
間
が
学
校
教
育
な
ど
を
う
け
る
」
こ
と
が
「
甚
、
迂
 
 

閥
」
と
い
う
皮
肉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
こ
の
国
策
の
方
向
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
き
、
そ
こ
に
個
人
の
創
意
・
個
性
の
発
揮
で
は
な
く
、
 
 

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
没
個
性
的
な
人
間
教
育
へ
の
諷
刺
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
国
家
に
奉
仕
す
る
人
間
、
つ
ま
り
天
皇
制
へ
 
「
忠
誠
」
な
人
間
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
趣
旨
を
具
体
化
す
る
た
 
 

め
に
行
わ
れ
た
の
が
国
民
道
徳
論
の
創
出
と
地
方
改
良
運
動
で
あ
っ
た
り
。
そ
こ
に
は
、
僧
侶
や
学
校
の
教
師
な
ど
が
主
な
視
い
手
と
さ
れ
、
 
 

学
校
は
国
家
奉
仕
の
地
方
機
関
と
成
り
下
が
り
、
宗
教
施
設
の
も
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
と
も
に
、
日
本
人
を
「
忠
誠
な
臣
民
」
 
へ
と
作
る
装
 
 

置
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
、
以
上
み
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
「
酒
虫
」
 
に
み
ら
れ
る
蛮
僧
の
＜
治
療
＞
－
 
勤
勉
、
忍
耐
の
椅
神
、
働
く
人
問
に
鍛
え
直
し
て
い
く
（
治
療
）
は
、
テ
ク
 
 

ス
ト
外
部
に
お
い
て
、
国
家
が
国
民
に
課
し
た
 
「
教
化
」
 
「
教
育
」
 
と
重
な
り
あ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

六
、
三
つ
の
答
え
の
ト
リ
ッ
ク
性
 
 

「
酒
虫
」
 
の
末
尾
で
、
酒
虫
を
吐
き
出
し
て
以
来
、
劉
の
健
康
が
衰
弱
し
家
産
が
零
落
し
た
こ
と
を
め
ぐ
り
、
人
々
が
ロ
に
し
た
意
見
 
 

の
な
か
で
最
も
代
表
的
な
三
つ
の
答
え
が
、
語
り
手
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
答
え
の
な
か
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
ト
リ
 
 

ッ
ク
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

三
つ
の
答
え
の
う
ち
、
第
山
の
答
え
で
あ
る
「
酒
虫
は
劉
の
福
で
あ
つ
て
、
劉
の
病
で
は
な
い
。
偶
、
暗
愚
の
蛮
僧
に
遭
っ
た
為
に
、
好
ん
で
、
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こ
の
天
与
の
福
を
失
ふ
や
う
な
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
」
は
、
『
聯
貴
志
異
』
の
「
異
史
氏
日
」
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
轟
是
劉
之
 
 

福
、
非
劉
之
病
、
僧
愚
之
以
成
其
術
。
然
欺
、
否
欺
？
」
ユ
を
汲
ん
だ
も
の
と
い
え
る
。
 
 
 

蒲
松
齢
の
「
酒
最
」
で
は
、
劉
が
健
康
を
損
な
い
貧
し
く
な
る
原
因
と
し
て
、
「
異
史
氏
日
」
と
い
う
他
者
の
ま
な
ぎ
ト
を
と
お
し
て
示
L
て
い
る
。
そ
れ
に
対
 
 

し
て
、
大
塚
繁
樹
は
「
運
命
観
的
教
訓
的
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
最
後
の
二
語
「
然
欺
否
欺
」
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
か
も
し
 
 

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
作
者
が
「
然
欺
否
欺
」
と
い
う
反
間
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
「
異
史
氏
」
の
「
運
命
観
的
教
訓
的
」
な
人
 
 

生
観
に
対
し
て
疑
問
を
抱
き
、
否
定
的
で
あ
る
と
読
み
と
れ
る
。
芥
川
の
「
酒
盛
」
の
末
尾
で
は
、
三
つ
の
答
え
に
対
し
て
選
択
を
回
避
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
 
 

典
拠
の
 
「
然
欺
、
否
欺
」
 
に
通
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 
 

た
だ
し
、
典
拠
と
芥
川
作
品
の
差
異
に
つ
い
て
触
れ
て
お
け
ば
、
典
拠
で
は
こ
の
一
つ
の
答
え
を
提
示
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
「
然
欺
、
否
欺
」
と
い
う
反
間
の
形
 
 

で
終
わ
ら
せ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
作
者
は
別
の
見
方
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
出
さ
ず
に
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
芥
川
の
「
酒
虫
」
で
は
、
あ
 
 

え
て
三
つ
の
答
え
を
用
意
し
て
多
様
な
見
解
を
示
し
な
が
ら
も
、
結
局
は
自
身
の
判
断
を
保
留
す
る
。
そ
こ
に
は
別
の
意
図
が
う
か
が
え
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
 
 

は
後
述
す
る
。
 
 
 

第
二
の
答
え
の
「
酒
虫
は
、
劉
の
病
で
あ
つ
て
、
劉
の
福
で
は
な
い
。
（
中
略
）
 
も
し
酒
虫
を
除
か
な
か
つ
た
ら
、
劉
は
必
久
し
か
ら
ず
し
 
 

て
、
死
ん
だ
の
に
相
違
な
い
。
」
は
、
典
拠
「
酒
最
」
の
評
者
で
あ
る
但
明
倫
の
評
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
管
見
有
酒
力
初
不
甚
佳
、
而
 
 

噂
飲
無
塵
、
其
継
也
、
日
欧
石
余
、
而
不
見
其
酔
。
（
中
略
）
其
人
亦
不
久
而
死
臭
。
可
知
劉
之
轟
、
其
病
也
、
非
福
也
。
」
を
継
承
し
た
痕
跡
が
み
ら
れ
る
。
し
 
 

か
し
、
第
二
の
答
え
に
は
、
劉
の
 
「
一
飯
一
葉
を
尽
す
」
行
為
が
「
常
人
」
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
と
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
劉
を
「
常
 
 

人
」
で
は
な
い
と
考
え
る
者
に
よ
る
答
え
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
第
一
の
答
え
と
比
較
す
る
と
、
第
一
の
答
え
に
は
、
明
治
以
前
の
（
前
 
 

近
代
的
）
な
知
に
よ
る
考
え
方
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
第
二
の
答
え
に
は
（
病
人
／
常
人
）
と
い
う
枠
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
人
 
 

の
考
え
方
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

本
稿
の
論
旨
に
そ
っ
て
言
え
ば
、
明
治
国
家
の
国
家
的
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
個
人
の
反
社
会
的
な
逸
脱
行
為
の
時
好
を
（
病
）
と
 
 

規
定
し
、
（
病
人
／
常
人
）
と
は
っ
き
り
区
別
す
る
近
代
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
の
発
動
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
そ
 
 

の
背
後
に
は
、
そ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ヘ
の
嫌
悪
が
う
か
が
わ
れ
、
学
校
と
教
育
の
あ
り
方
に
対
す
る
反
発
が
読
み
と
れ
る
。
作
者
の
 
 

芥
川
は
、
第
⊥
、
第
二
の
答
え
に
代
表
さ
れ
る
 
「
考
え
方
」
 
に
は
け
っ
し
て
同
調
し
て
い
な
い
。
 
 
 

第
一
と
第
二
の
答
え
は
ど
れ
も
、
「
病
」
 
か
 
「
福
」
 
か
と
い
う
二
項
対
立
の
枠
の
な
か
で
物
事
を
判
断
す
る
考
え
方
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
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い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
三
の
答
え
．
は
「
酒
虫
は
、
劉
の
病
で
も
な
け
れ
ば
、
劉
の
福
で
も
な
い
」
と
第
一
と
第
二
の
答
え
の
「
病
」
と
 
 

「
福
」
の
枠
を
崩
し
て
い
る
。
第
三
の
答
え
は
典
拠
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
芥
川
に
よ
る
独
創
で
あ
り
、
彼
が
】
番
主
張
し
よ
う
と
 
 

し
た
部
分
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
第
三
の
答
え
の
み
が
芥
川
の
独
創
で
あ
り
、
「
劉
の
一
生
か
ら
酒
を
除
け
ば
、
後
に
は
、
何
も
残
ら
な
い
」
、
 
 

「
劉
が
酒
虫
を
去
っ
た
の
は
自
ら
己
を
殺
し
た
の
も
同
然
」
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
自
己
」
を
な
く
す
と
、
「
自
己
」
は
「
自
己
」
で
な
く
な
 
 

る
と
い
う
の
が
、
芥
川
が
求
め
る
生
き
方
で
あ
り
、
「
酒
虫
」
に
お
い
て
主
張
し
ょ
う
と
し
た
主
題
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
 
 

作
者
が
劉
を
「
虚
栄
心
」
に
満
ち
た
人
、
人
の
話
に
盲
従
的
な
人
物
と
し
て
設
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
け
っ
し
て
劉
に
 
 

同
情
し
、
被
害
者
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
劉
が
酒
虫
を
去
っ
た
の
は
自
ら
己
を
殺
し
た
の
も
同
然
」
と
い
う
語
り
に
は
、
劉
 
 

自
ら
「
自
己
」
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
批
判
意
識
が
み
ら
れ
る
。
典
拠
に
な
い
第
三
の
答
え
に
は
、
一
九
一
五
年
前
後
の
日
本
に
 
 

波
及
し
て
き
美
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
自
由
主
義
思
潮
の
影
響
下
で
唱
え
ら
れ
た
個
人
尊
盈
思
想
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
も
し
芥
川
が
こ
の
 
 

よ
う
な
思
想
を
常
設
に
据
え
た
と
し
た
な
ら
、
第
三
の
答
え
こ
そ
が
、
彼
自
身
の
主
張
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
酒
虫
」
は
同
じ
初
期
の
作
品
で
あ
る
「
簸
」
や
「
芋
粥
」
と
同
じ
く
「
自
我
喪
失
」
と
い
う
問
題
意
識
 
 

を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
単
援
朝
が
詳
細
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
作
品
の
食
後
に
語
り
手
は
あ
え
て
ど
の
答
え
が
正
し
い
の
か
を
選
択
せ
ず
、
選
択
を
読
者
に
委
ね
で
い
る
。
こ
こ
に
は
、
作
者
芥
川
の
二
つ
の
 
 

隠
さ
れ
た
戦
略
が
あ
る
。
蜜
二
の
戦
略
は
、
自
分
が
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
テ
ー
マ
で
あ
る
「
個
人
尊
重
」
と
い
う
命
題
の
方
へ
と
誘
お
う
 
 

と
す
る
仕
掛
け
で
あ
る
。
答
え
を
選
択
せ
ず
読
者
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
者
を
自
分
の
立
場
に
引
き
込
も
う
と
す
る
仕
掛
け
は
、
作
 
 

者
の
手
を
離
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
自
ら
の
位
置
づ
け
の
表
明
と
も
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
自
分
は
撃
二
の
考
え
方
を
も
っ
 
 

て
い
る
が
、
け
っ
し
て
そ
れ
を
す
べ
て
の
読
者
に
強
要
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
戦
略
は
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の
自
己
検
 
 

閲
で
あ
る
。
第
三
の
答
え
を
正
解
と
判
定
し
な
い
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
非
維
、
つ
ま
り
第
一
と
革
二
の
答
え
、
と
く
に
 
 

第
二
の
答
え
を
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
た
も
の
で
、
そ
う
す
る
こ
と
は
検
閲
の
危
険
を
招
く
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 

「
作
家
の
扱
ふ
材
料
を
或
る
狭
い
範
囲
に
限
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
」
る
の
は
「
日
本
の
図
番
検
閲
制
度
」
で
あ
り
、
若
い
作
家
た
ち
が
、
 
 

「
既
に
書
き
古
さ
れ
」
た
材
料
か
ら
、
「
独
自
な
解
釈
と
技
巧
と
を
斬
ら
さ
う
と
す
る
に
到
っ
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
す
ぎ
る
櫻
当
然
」
 
 

り
で
あ
る
と
、
田
中
純
に
よ
る
同
時
代
の
発
言
か
ら
も
、
当
時
の
図
番
検
閲
制
度
の
厳
し
さ
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
新
進
作
 
4
 
 
 

家
で
あ
る
芥
川
が
置
か
れ
た
時
代
状
況
を
も
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
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こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
な
、
時
代
の
政
治
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
関
わ
り
合
い
の
な
か
で
読
め
ば
、
第
二
の
戦
略
は
国
家
の
統
一
的
な
教
育
体
 
 

制
へ
の
批
判
意
識
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
隠
蔽
す
る
た
め
の
手
法
と
い
え
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
テ
ク
ス
ト
は
あ
え
て
答
え
を
出
さ
ず
に
読
者
に
考
 
 

え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
の
主
体
性
を
刺
激
し
、
近
代
の
主
体
の
あ
り
よ
う
を
決
定
づ
け
て
い
る
。
作
者
が
主
張
し
ょ
う
と
す
る
の
 
 

が
第
三
の
答
え
で
あ
り
、
時
代
の
推
移
に
よ
る
新
旧
関
係
か
ら
三
つ
の
答
え
は
縦
列
関
係
に
み
え
る
が
、
三
つ
の
答
え
に
対
す
る
判
断
保
留
 
 

の
と
こ
ろ
に
、
三
つ
の
答
え
は
並
列
関
係
と
も
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

七
、
お
わ
り
に
 
 

芥
川
の
初
期
小
説
、
い
わ
ゆ
る
「
昔
」
を
題
材
と
し
た
作
品
に
は
、
共
通
に
日
本
の
自
然
主
義
文
学
と
の
関
連
性
が
問
わ
れ
る
。
松
本
常
 
 

彦
は
、
芥
川
が
日
本
の
自
然
主
義
文
学
と
同
じ
問
題
群
、
人
間
の
「
欲
望
」
「
幻
滅
」
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
な
ど
を
共
有
し
っ
つ
、
「
対
抗
的
」
 
 

で
あ
る
と
指
摘
り
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
ま
さ
に
当
を
得
た
も
の
で
、
本
稿
で
も
こ
の
点
に
つ
い
て
異
論
を
挟
む
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
 
 

し
、
「
対
抗
的
」
で
あ
っ
た
の
は
、
松
本
常
彦
の
指
摘
す
る
「
趣
味
や
物
の
見
方
」
あ
る
い
は
「
曲
折
」
と
い
う
表
現
方
法
（
虚
構
と
赤
裸
 
 

々
な
告
白
）
 
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
自
然
主
義
文
学
が
「
個
人
性
」
し
か
求
め
な
い
と
こ
ろ
に
、
芥
川
は
反
感
を
覚
え
た
と
も
 
 

い
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
性
の
乏
し
い
と
こ
ろ
へ
の
反
感
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
対
抗
的
」
 
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

「
酒
虫
」
は
、
伝
統
社
会
で
一
般
的
で
あ
っ
た
欲
求
解
放
の
回
路
を
断
ち
き
っ
て
、
家
と
個
人
を
結
合
す
る
一
つ
の
単
位
、
す
な
わ
ち
自
己
抑
制
的
・
自
己
規
律
 
 

的
な
生
活
の
確
立
へ
と
人
々
の
生
活
を
一
元
化
し
、
人
間
を
一
つ
の
鋳
型
に
は
め
よ
う
と
す
る
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
し
、
そ
の
装
置
で
あ
る
 
 

（
学
校
）
と
（
宗
教
）
の
同
質
性
、
す
な
わ
ち
、
双
方
と
も
国
家
と
社
会
お
よ
び
個
人
の
関
係
に
お
い
て
、
人
間
を
呪
縛
し
拘
束
す
る
も
の
 
 

で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
、
諷
刺
を
込
め
て
実
現
し
た
テ
ク
ス
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
芥
川
の
創
作
姿
勢
は
、
執
筆
当
時
抱
い
 
 

て
い
た
自
然
主
義
文
学
へ
の
不
洞
、
す
な
わ
ち
社
会
性
の
欠
如
へ
の
問
題
意
識
と
け
っ
し
て
無
縁
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
酒
虫
」
 
 

は
、
自
然
主
義
文
学
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
身
が
生
き
る
日
本
社
会
へ
の
鋭
い
洞
察
を
と
お
し
て
、
「
酒
虫
」
に
社
会
性
 
 

を
込
め
て
示
し
た
テ
ク
ス
ト
と
い
え
る
。
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（
1
）
 
 
 

（
2
）
 
 

（
3
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（
4
）
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（
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（
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）
 
 
 

（
8
）
 
 
 

（
9
）
 
 

（
川
）
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本
文
が
用
い
る
テ
ク
ス
ト
ほ
 
『
芥
川
龍
之
介
全
集
 
第
一
巻
』
 
〓
石
彼
沓
店
、
一
九
九
五
年
）
 
に
よ
る
。
 
 

「
芥
川
君
の
作
品
 
（
下
こ
 
『
朝
日
新
開
』
 
山
九
一
七
年
七
月
一
目
 
『
芥
川
龍
之
介
研
究
資
料
集
成
 
第
一
巻
』
 
日
本
図
醇
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
四
年
九
月
、
 
 

七
一
貫
。
 
 

『
柳
斎
志
異
』
 
の
巻
一
四
の
 
「
洒
虫
」
 
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
芥
川
S
 
「
滴
虫
」
 
と
区
別
す
る
た
め
 
「
酒
應
」
 
と
衣
記
す
る
。
 
 

広
瀬
朝
光
「
芥
川
『
酒
虫
b
 
の
文
芸
性
」
『
愛
知
大
学
国
文
学
b
 
飯
二
 
六
巻
、
一
九
L
六
年
三
月
。
 
 

稲
垣
達
郎
 
「
歴
史
小
説
家
と
し
て
の
芥
川
龍
之
介
」
 
『
芥
川
龍
之
介
研
究
b
 
河
出
番
房
、
叫
九
囲
二
年
、
 
六
い
頁
。
 
 

膏
田
精
鵬
 
『
芥
川
龍
之
介
』
 
三
省
堂
、
山
九
四
二
年
。
 
 

菊
池
弘
 
「
芥
川
龍
之
介
の
歴
史
小
説
」
 
『
芥
川
馳
之
介
 
表
規
と
存
在
b
 
明
治
許
院
、
叫
九
九
四
年
、
山
 
八
七
頁
。
 
 

単
援
朝
 
「
芥
川
龍
之
介
（
変
者
）
 
の
系
譜
」
 
『
熊
本
工
業
大
学
研
究
棟
養
ご
 
仙
聖
二
四
幾
壷
二
号
、
一
九
九
九
中
三
月
、
四
血
宵
誓
 
 

広
瀬
朝
光
、
前
掲
沓
、
一
〇
頁
。
 
 

芥
川
が
読
ん
だ
の
は
 
『
評
注
脚
粛
志
異
図
昧
』
 
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
芥
川
の
 
「
酒
虫
」
 
の
第
二
の
答
え
の
依
拠
と
な
っ
た
但
明
倫
の
評
は
な
い
。
 
 

よ
っ
て
、
芥
川
は
但
明
倫
の
評
も
加
え
て
あ
る
版
本
を
読
ん
だ
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
引
用
は
任
親
行
蠣
校
の
 
『
糊
斎
志
輿
 
全
校
会
浅
薬
評
』
 
（
斉
魯
 
 

番
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
 
に
よ
る
。
 
 

赤
坂
窓
雄
 
『
異
人
論
序
説
』
 
筑
摩
啓
房
、
山
九
九
二
年
、
一
〇
二
賞
。
 
 

芥
川
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
医
学
知
識
を
得
た
か
は
同
時
代
資
料
で
は
調
べ
た
限
り
み
つ
か
ら
な
い
が
、
「
首
が
落
ち
た
話
」
 
（
『
新
潮
』
…
九
一
八
 
 

年
一
月
）
 
を
創
作
す
る
際
、
典
拠
 
「
諸
城
某
甲
」
 
（
『
聯
斎
志
輿
b
 
巻
二
二
 
の
語
句
の
意
味
に
つ
い
て
、
石
田
幹
之
助
に
鹿
三
間
 
〈
∴
 
九
一
六
年
五
月
二
日
）
 
 
 

で
尋
ね
た
こ
と
か
ら
、
「
黒
内
障
」
 
に
関
し
て
も
知
人
に
聞
〈
か
調
べ
た
可
能
性
は
卜
分
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

欧
陽
修
 
『
二
十
五
史
』
 
の
 
「
新
五
代
史
」
 
（
案
二
四
）
 
「
膚
家
人
僻
第
二
」
 
で
は
、
「
鱒
笈
少
病
間
、
撫
子
。
」
 
と
あ
り
、
『
柳
癖
志
輿
』
 
巻
－
一
の
 
「
巧
姐
」
 
 

で
は
 
「
造
毛
家
小
郎
子
、
病
閣
、
十
八
鹿
而
不
能
人
、
困
邑
邑
不
暢
、
繕
恨
如
冥
。
」
 
と
先
天
的
に
性
的
不
能
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
 
 

山
内
佐
太
郎
 
『
国
民
教
育
之
精
神
b
 
関
西
中
学
枚
、
一
九
血
五
年
、
二
頁
。
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八
頁
。
（
初
出
 
 
『
新
潮
由
一
九
鵬
七
年
一
〇
月
）
。
 
 

（
3
5
）
 
松
本
常
彦
「
芥
川
龍
之
介
と
弱
者
の
問
題
」
 
佐
藤
泰
正
 
『
芥
川
龍
之
介
を
読
む
】
 
笠
間
番
院
、
二
〇
〇
三
年
、
一
七
三
頁
。
 
 
 

「、   ′へ  ・へ   一 、    ′一、    （    ′－・・、   （    ′一一、    （     （    ′一・ヽ  ノー・・、   （     （  
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、－ノ  ヽ－一′  ヽ－・・ノ  ー 、・ヽ＿ノ    ）   ヽ｝′  、－，．．／   、／  ヽJ   ヽ＿＿／   ）   、、′・  ヽ＿ノ    ）  

1918 17 1（i15  

成
瀬
仁
蔵
 
『
新
時
代
の
教
育
b
 
博
文
館
、
u
 
九
u
 
四
年
、
l
一
四
四
～
二
四
五
貫
。
 
 

同
書
、
二
四
七
～
二
四
人
貫
。
 
 

山
内
佐
太
郎
、
前
掲
書
、
二
四
人
～
二
四
九
貢
。
 
 

相
田
字
鵬
郎
 
「
経
済
と
道
徳
と
の
関
係
」
 
「
学
校
中
心
自
治
民
育
要
義
』
 
宝
文
館
、
一
九
一
〇
年
、
一
三
二
～
一
三
三
頁
。
 
 

青
田
熊
次
『
我
が
国
民
道
徳
と
宗
教
と
の
関
係
h
（
散
文
館
番
房
、
一
九
一
二
年
）
、
中
島
力
造
「
我
国
現
代
に
鉄
乏
せ
る
富
の
力
」
『
道
徳
と
経
済
b
（
富
田
文
陽
堂
、
一
九
一
五
 
 

年
）
 
な
ど
の
書
物
か
ら
も
飲
酒
の
審
轟
音
説
が
確
認
で
き
る
。
 
 

カ
オ
ー
ル
 
（
広
告
）
」
 
『
読
売
新
聞
』
一
九
一
三
年
五
月
二
二
日
。
 
 

「
禁
酒
新
法
」
 
『
読
売
新
聞
』
一
九
血
四
年
四
月
三
日
。
 
 

「
酒
の
た
め
」
 
／
「
婦
人
と
酒
」
 
／
「
日
本
の
禁
酒
運
動
」
 
『
読
売
新
聞
－
鵬
九
一
四
年
六
月
一
日
。
 
 

「
禁
酒
と
意
志
」
 
『
読
売
新
聞
」
一
九
一
五
年
一
月
ニ
ー
日
。
 
 

典
拠
の
 
「
酒
盛
」
 
の
引
用
文
は
、
蒲
松
齢
〓
朋
斎
志
異
 
全
校
会
注
集
評
』
 
（
任
篤
行
輯
校
、
済
南
、
斉
魯
昏
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
 
に
よ
る
、
九
一
六
頁
。
 
 

新
村
出
編
 
『
広
辞
苑
－
第
五
版
、
岩
波
昏
店
、
一
九
九
八
年
。
 
 

青
田
久
一
『
日
本
の
近
代
社
会
と
仏
教
b
 
評
論
社
、
一
九
七
〇
年
。
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、
前
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審
、
二
≡
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。
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」
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、
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、
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兄
 
『
日
本
勤
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九
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都
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書
房
、
一
九
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九
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か
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日
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教
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k
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社
、
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九
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三
年
、
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滞
松
齢
、
前
掲
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、
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田
中
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「
新
技
巧
派
の
意
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及
び
そ
の
人
々
」
関
口
安
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編
『
芥
川
龍
之
介
研
究
資
料
集
成
 
第
一
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』
 
日
本
国
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、
一
九
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四
年
九
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